


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

計画策定にあたって 

 

村上市は、新潟県の北端に位置し、海・山・川に囲まれた自然

豊かな美しいまちであり、岩船米や地酒、村上牛をはじめとした

自然の恵みにあふれた食のまちでもあります。また、鮭のまちと

しても知られ、世界で初めて鮭の自然ふ化増殖に成功した地とさ

れています。市内各地には、旧村上城下として発展した城下町や、

北前船の寄港地として栄えた港町などがあり、その町や集落には

武家住宅や町家などの歴史的にも貴重な建造物や、村上まつりを

代表とする伝統文化が数多く残り、それらが歴史的風致を形成し、

村上市特有の情緒や風情を醸し出しております。 

このような中、人口減少や少子高齢化、生活様式の多様化、社会環境の変化などにより、

将来に引き継いでいくべき歴史的風致が失われつつあります。 

近年では、「町屋の人形さま巡り」をはじめとしたまちづくり活動や「むらかみ町屋再生プ

ロジェクト」「黒塀プロジェクト」など町家や町並み景観の保全や保存、活用の取り組みが市

民の手により進められており、村上市では平成 25年に、景観法に基づく「村上市景観計画」

を策定し、市民と行政の協働による景観づくりに取り組んでいるところであります。 

これらの状況から、歴史と伝統文化を活かしたまちづくりをこれまで以上に積極的に推進

するため「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」に基づき「村上市歴史的

風致維持向上計画」を策定しました。先人から受け継がれてきた村上市特有の風情や情緒を

醸し出す歴史的風致は貴重な「財産」であり、この貴重な財産を次の世代に引き継いでいく

ため本計画の推進に取り組んでまいりますとともに、ひいては地域活性化につながればと大

いに期待しているところであります。 

結びに、本計画の策定にあたりまして、ご尽力をいただきました村上市歴史的風致維持向

上計画策定委員会委員並びに村上市歴史的風致維持向上協議会委員の皆様をはじめ、貴重な

資料やご意見をお寄せいただいた多くの皆様に感謝を申し上げます。 

 

 

平成 28年 10月 

 

村上市長 
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表紙図：『越後国瀬波郡絵図』慶長 2年（1597）,米沢市上杉博物館所蔵 



 

◇ 用語の表記について 

本計画書では、地名や歴史的用語等の一部について以下のとおり表記する。 

 

・市街地や集落の名称には、位置を示すため適宜 2ページの図にある地域名や地区名を付

する。 

（例：「村上地域村上地区」「朝日地域塩野町地区の蒲萄集落」） 

 

・国指定文化財は「史跡」「重要文化財」「重要無形民俗文化財」等の種別を記し、県指定・

市指定文化財は「県指定」「市指定」の区分とともに種別を記す。 

（例：「史跡村上城跡」「重要文化財若林家住宅」「県指定史跡○○」「市指定有形文化財

○○」） 

 

・道の呼称として示した「出羽街道」「三国街道」「米沢街道」は俗称であり、正式名称で

はない。江戸時代においては「出羽道」「三国道」「米沢道」等さまざまな名称がみられ

るが、ここでは便宜上、新潟県教育委員会が刊行した下記の報告書による「浜通り」「出

羽街道」「三国街道中通り」「米沢街道」の名称を用いる。 

『新潟県歴史の道調査報告書第十集 浜通り・出羽街道』（1996） 

『新潟県歴史の道調査報告書第八集 三国街道（中通り）』（1995） 

『新潟県歴史の道調査報告書第十一集 会津街道・米沢街道』（1997） 

 

・「藩」は江戸時代には存在しない名称であるが、ここでは歴史用語として一般的に使用さ

れている「村上藩」の名称を用いる。 

 

・本計画書における「歴史的建造物」は、概ね近代以前に建設された建築物、土木構造物、

その他の工作物と定義する。 

 

 


